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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】構造が簡単でコストが低く、且つ、臨床実用性
の高い気管挿管用補助装置の提供。
【解決手段】気管挿入チューブ１の患者の気管Ｔへの挿
入を補助する気管挿管用補助装置であって、可動管状ス
タイレット２と、手動制御手段３と、監視手段４とによ
り構成され、可動管状スタイレットは、頭部２１と、尾
部と、胴部とを有し、胴部から尾部に延伸する２つのス
リットによって第１のストリップと第２のストリップに
分割されており、監視手段は、延伸体４１と監視ヘッド
４２とを有し、延伸体と監視ヘッドとは、手動制御手段
内で移動可能、且つ頭部から露出できるように構成され
、第１と第２の駆動シートが相対移動する際、頭部が気
管挿入チューブの先端１２及び監視ヘッドを同期に揺動
させる気管挿管用補助装置。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両端がそれぞれ先端及び基端とされる弾性チューブ体を具えた気管挿入チューブの患者
の気管への挿入を補助する気管挿管用補助装置であって、
　可動管状スタイレットと、手動制御手段と、監視手段とにより構成され、
　前記可動管状スタイレットは、その長さ方向に沿って頭部と、尾部と、前記頭部と前記
尾部との間に介在する胴部とを有すると共に、可撓性を持つように形成されており、且つ
、前記胴部から前記尾部に延伸する２つのスリットが形成され、前記頭部は通孔を有する
シリンダーとして構成され、前記胴部は前記２つのスリットによって第１のストリップと
第２のストリップに分割され、前記尾部は前記２つのスリットによって前記第１のストリ
ップと連続する第１の駆動シートと前記第２のストリップと連続する第２の駆動シートと
に分割され、更に、前記頭部及び前記胴部は、前記気管挿入チューブの前記チューブ体内
に挿し込まれて延伸することに適するように構成されており、
　前記手動制御手段は、前記気管挿入チューブの前記基端に接続できるように構成され、
前記可動管状スタイレットの前記尾部がその内に挿し込まれる本体と、前記本体に配置さ
れ、前記第１と第２の駆動シートを前記可動管状スタイレットの前記長さ方向に沿って相
対移動するよう駆動できるように構成される駆動機構と、前記駆動機構を起動する操作部
とを有しており、
　前記監視手段は、弾性延伸体と、前記延伸体の先端に配置される監視ヘッドと、前記延
伸体内に配置されるマルチジョイントリンクとを有し、前記延伸体と前記監視ヘッドとは
、前記手動制御手段内で移動可能、且つ前記可動管状スタイレットの前記頭部から露出で
きるように構成され、
　この構成により、前記第１と第２の駆動シートが前記可動管状スタイレットの前記長さ
方向に沿って互いに相対移動するように駆動される際、前記頭部が前記気管挿入チューブ
の前記先端及び前記監視ヘッドを同期に揺動させることができ、前記マルチジョイントリ
ンクは、互いに平行する複数の回動軸で互いに繋ぎ合わされる複数のジョイント体によっ
て構成されることを特徴とする気管挿管用補助装置。
【請求項２】
　前記手動制御手段は、前記本体に配置されて前記延伸体の前記本体に対する移動をロッ
クすることができる位置限定部を更に有していることを特徴とする請求項１に記載の気管
挿管用補助装置。
【請求項３】
　前記手動制御手段は、前記本体に配置されるレールを更に有し、前記位置限定部は、前
記レールに沿って移動できるように前記本体に配置されることができると共に、前記監視
手段の前記延伸体が通過することができる係止タブとして形成されており、また、前記係
止タブには係合孔が形成されており、該係合孔は、開放孔部と係合孔部とを有するように
延伸し、前記延伸体は、前記係合孔に進入することができる縮径部を更に有しており、こ
の構成により前記縮径部が前記係合孔内に配置されると,前記縮径部は前記開放孔部と前
記係合孔部との間を移動することができ、前記位置限定部は前記延伸体に対して、前記縮
径部が前記係合孔の前記係合孔部と係合して前記延伸体の前記手動制御手段に対する回転
及び移動を制限することができるロック位置と、前記縮径部が前記係合孔部から離間して
前記延伸体の前記手動制御手段に対する回転及び移動を許容する開放位置との間に移動す
ることができるように構成されることを特徴とする請求項２に記載の気管挿管用補助装置
。
【請求項４】
　前記位置限定部が前記延伸体に対して前記ロック位置に配置される際には前記監視ヘッ
ドが前記頭部から露出しないように構成されていることを特徴とする請求項３に記載の気
管挿管用補助装置。
【請求項５】
　前記監視手段は、両端がそれぞれ前記延伸体から突出するように前記延伸体を貫通する
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ピンを更に有しており、該ピンは前記回動軸と平行し、且つ前記延伸体から突出する前記
両端は、前記スリット内にそれぞれ可動的に配置されていることを特徴とする請求項１に
記載の気管挿管用補助装置。
【請求項６】
　前記手動制御手段は、前記本体に配置されて前記延伸体の前記本体に対する移動をロッ
クすることができる位置限定部を更に有していることを特徴とする請求項５に記載の気管
挿管用補助装置。
【請求項７】
　前記本体に配置されるレールを更に有し、前記位置限定部は、前記レールに沿って移動
できるように前記本体に配置されることができると共に、前記監視手段の前記延伸体が通
過することができる係止タブとして形成されており、また、前記係止タブには係合孔が形
成されており、該係合孔は、開放孔部と係合孔部とを有するように延伸し、前記延伸体は
、前記係合孔に進入することができる縮径部を更に有しており、この構成により前記縮径
部が前記係合孔内に配置されると,前記縮径部は前記開放孔部と前記係合孔部との間を移
動することができ、前記位置限定部は前記延伸体に対して、前記縮径部が前記係合孔の前
記係合孔部と係合して前記延伸体の前記手動制御手段に対する回転及び移動を制限するこ
とができるロック位置と、前記縮径部が前記係合孔部から離間して前記延伸体の前記手動
制御手段に対する回転及び移動を許容する開放位置との間に移動することができるように
構成されることを特徴とする請求項６に記載の気管挿管用補助装置。
【請求項８】
　前記係止タブが前記延伸体に対して前記ロック位置に配置される際には前記監視ヘッド
が前記頭部から露出しないように構成されていることを特徴とする請求項７に記載の気管
挿管用補助装置。
【請求項９】
　前記手動制御手段が有する前記駆動機構は、前記第１の駆動シートに接続されている第
１の接続ユニットと前記第２の駆動シートに接続されている第２の接続ユニットと、前記
本体に回転可能に配置されると共に、前記第１と第２の接続ユニットとにおける少なくと
も１つを駆動することができる主ギアと、を有し、前記操作部は、前記主ギアに接続して
前記主ギアを互いに相反する２つの方向に回転駆動することができるように構成されてお
り、前記第１と第２の接続ユニットとは、前記主ギアの両側にそれぞれ配置されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の気管挿管用補助装置。
【請求項１０】
　前記第１の接続ユニットは、前記本体に回転可能に配置されると共に、前記主ギアと噛
み合う第１のギアと、前記第１の駆動シートと共に移動するように前記本体に可動的に配
置されると共に、前記第１のギアと噛み合う第１のラックと、を有しており、前記第２の
接続ユニットは、前記本体に回転可能に配置されると共に、前記主ギアと噛み合う第２の
ギアと、前記第２の駆動シートと共に移動するように前記本体に可動的に配置されると共
に、前記第２のギアと噛み合う第２のラックと、を有するように構成されていることを特
徴とする請求項９に記載の気管挿管用補助装置。
【請求項１１】
　前記手動制御手段の前記本体は、下端開口及び前記下端開口と間を空けて連通する側面
開口が形成されているケースと、前記側面開口を覆うことができると共に、前記前記第１
と第２の駆動シートがそれぞれ前記第１と第２のラックに取付けられる際に開かれること
ができるように構成されるカバープレートと、を有しており、また、前記可動管状スタイ
レットは前記ケースの前記下端開口を通過することができるように構成されていることを
特徴とする請求項１０に記載の気管挿管用補助装置。
【請求項１２】
　前記操作部は前記ケースに取付けられていると共に、前記主ギアから延伸する接続ロッ
ドと、前記接続ロッドの前記主ギアから延伸する先端に配置されるフィンガースリーブと
を有していることを特徴とする請求項１１に記載の気管挿管用補助装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は医療器具に関し、特に構造が簡単でコストが低く、且つ、臨床実用性の高い気
管挿管用補助装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　臨床医療において気管挿管は安全、且つ迅速に実行されなければ、患者の歯や喉の筋肉
組織を傷つけたり、気管挿入チューブが食道に差し込まれて低酸素血症を引き起こしたり
するなどの恐れがある。
【０００３】
　図１に示されるように、従来の気管挿入チューブ１０は標準スタイレット２０と共に用
いられる。気管挿入チューブ１０は所定の湾曲度及び可撓性を有するチューブ体１０１と
、チューブ体１０１の両端にそれぞれある先端１０２及び基端１０３と、基端１０３に取
付けられるコネクタ１０４と、先端１０２の近くに配置されるカフ１０５とを具えている
。標準スタイレット２０は、気管挿入チューブ１０の湾曲度（例えば先端１０２の角度）
を変化させるために手作業で形成されることもできる。角度が正確でない場合、患者の口
腔から気管挿入チューブ１０及び標準スタイレット２０を引き出して調整を行ってから気
管挿入チューブ１０を患者の気管に挿し直す必要がある。
【０００４】
　標準スタイレット２０をより長いブージーまたはライトワンド（米国特許公開第２００
８００１７１９５号参照）で代用して気管挿入チューブの挿入をよりスムーズにすること
が可能であるが、これは操作者の技量によるところが多く、そして患者の状況によって適
用できない場合もある。
【０００５】
　米国特許第３８０２４４０号、４９４９７１６号、５２５９３７７号、及び５７９１３
３８号では、気管挿入チューブの気管内の湾曲度を調整できる様々な補助器具が開示され
ており、そのいずれも可動のスタイレットとスタイレットを制御する制御機構とを有し、
上記の手動調整より素早く調整することができる。
【０００６】
　上記挿管処置を行う際、鼻咽喉ビデオスコープのブレード（米国特許第３６３８６４４
号参照）で患者の舌を押さえつけた上で患者の喉の照明を確保する必要があるが、患者が
口を十分に開くことができない場合、医者などの操作者は患者の喉をはっきりと見えない
まま気管挿管を試みなければならなくなる。
【０００７】
　米国特許第３６６９０９８号、５３２７８８１号、６３１９１９５号、６５３９９４２
号、７４５８３７５号、及び米国特許公開第２００８/０２３６５７５号では、監視手段
を内蔵する可動スタイレットが開示された。その監視手段は光ファイバーと小型ビデオカ
メラを有し、外部の接眼鏡またはディスプレイで患者の喉の映像を見ながら気管挿管を執
り行うことができる。この構成ではサイズの大きい鼻咽喉ビデオスコープを使用する必要
がなくなり、患者の喉周りの形態上の変形を引き起こすこともなく、気管挿入チューブ１
０をリアルタイムで患者の声帯近くに挿入してから、気管に挿入することができる。
【０００８】
　しかし、この装置における気管挿入チューブは監視手段を内蔵するため外径が従来より
も太いので、患者の声帯の間のスペースが狭い、または患者の喉周りに形態上の変形があ
る、あるいは咳反射が激しい場合、気管挿入チューブ１０を完全に挿入することができな
くなる。更に、気管挿入チューブの先端と気管との角度差が大きい場合においても、気管
挿入チューブ１０を完全に挿入することができない。
【０００９】
　更に、可動スタイレットの構成自体が複雑である上、監視手段を内蔵するようになると
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、繰り返しの使用が必須となり、使い捨てにはできなくなる。
【００１０】
　上記長いブージーまたはライトワンドの欠点を克服すべく、米国特許第６９７８７８４
号及び米国特許公開第２００７/０１７５４８２号では、気管挿入チューブを監視手段に
乗せられることにより、監視手段を案内装置として使用する構成が開示された。即ち、ま
ずは例えば光ファイバーなどの監視手段を先に患者の気管に挿入してから、気管挿入チュ
ーブを監視手段に沿って続いて挿入する方法を採用する。意識がはっきりしている患者に
対し、この方法は現時点ではゴールデンスタンダードとなっている。しかし、監視手段と
して使用される光ファイバーの堅さ（ｓｔｉｆｆｎｅｓｓ）や操作性（ｍａｎｅｕｖｅｒ
ａｂｉｌｉｔｙ）が不足しているため、光ファイバーが患者の気管に挿し込まれる前に、
患者の舌や喉周辺の筋肉組織に当たるなどして、該光ファイバーの先端が揺れたりあるい
は好ましくない方向に向いたりすると、ディスプレイに表示される映像を参考して操作す
ることが出来なくなり、やはりその実行においては操作者の技量に頼るところが多い。
この問題点に対し、米国特許第６２５７２３６号では、気管支ビデオスコープの補助でス
タイレットを先に患者の気管に挿入してから、気管挿入チューブをスタイレットに沿って
続いて挿入する気管支ビデオスコープを開示した。しかし、その気管支ビデオスコープに
も堅さや操作性が不足する欠点を抱えている。
【００１１】
　更に、米国特許第６５０８７５７号では、可鍛性材料で監視手段を包むことによってそ
の堅さを高める方法が開示されているが、標準スタイレットと同じように何度も患者の口
腔に挿し直しながら調整する必要がある欠点を持っている。米国特許第６１４６４０２号
では案内ワイヤの挿入を補助する案内チューブが開示されたが、その案内チューブは可撓
性がないため、操作性に問題がある上、案内チューブを取り外さなければ気管挿入チュー
ブを取付けることが出来ない欠点もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】米国特許公開第２００８００１７１９５号
【特許文献２】米国特許第３８０２４４０号
【特許文献３】米国特許第４９４９７１６号
【特許文献４】米国特許第５２５９３７７号
【特許文献５】米国特許第５７９１３３８号
【特許文献６】米国特許第３６３８６４４号
【特許文献７】米国特許第３６６９０９８号
【特許文献８】米国特許第５３２７８８１号
【特許文献９】米国特許第６３１９１９５号
【特許文献１０】米国特許第６５３９９４２号
【特許文献１１】米国特許第７４５８３７５号
【特許文献１２】米国特許公開第２００８/０２３６５７５号
【特許文献１３】米国特許第６９７８７８４号
【特許文献１４】米国特許公開第２００７/０１７５４８２号
【特許文献１５】米国特許第６２５７２３６号
【特許文献１６】米国特許第６５０８７５７号
【特許文献１７】米国特許第６１４６４０２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は構造が簡単でコストが低く、且つ臨床実用性の高い気管挿管用補助装置の提供
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１４】
　上記目的に達成すべく、本発明は、両端がそれぞれ先端及び基端とされる弾性チューブ
体を具えた気管挿入チューブの患者の気管への挿入を補助する気管挿管用補助装置であっ
て、可動管状スタイレットと、手動制御手段と、監視手段とにより構成され、前記可動管
状スタイレットは、その長さ方向に沿って頭部と、尾部と、前記頭部と前記尾部との間に
介在する胴部とを有すると共に、可撓性を持つように形成されており、且つ、前記胴部か
ら前記尾部に延伸する２つのスリットが形成され、前記頭部は通孔を有するシリンダーと
して構成され、前記胴部は前記２つのスリットによって第１のストリップと第２のストリ
ップに分割され、前記尾部は前記２つのスリットによって前記第１のストリップと連続す
る第１の駆動シートと前記第２のストリップと連続する第２の駆動シートとに分割され、
更に、前記頭部及び前記胴部は、前記気管挿入チューブの前記チューブ体内に挿し込まれ
て延伸することに適するように構成されており、前記手動制御手段は、前記気管挿入チュ
ーブの前記基端に接続できるように構成され、前記可動管状スタイレットの前記尾部がそ
の内に挿し込まれる本体と、前記本体に配置され、前記第１と第２の駆動シートを前記可
動管状スタイレットの前記長さ方向に沿って相対移動するよう駆動できるように構成され
る駆動機構と、前記駆動機構を起動する操作部とを有しており、前記監視手段は、弾性延
伸体と、前記延伸体の先端に配置される監視ヘッドと、前記延伸体内に配置されるマルチ
ジョイントリンクとを有し、前記延伸体と前記監視ヘッドとは、前記手動制御手段内で移
動可能、且つ前記可動管状スタイレットの前記頭部から露出できるように構成され、この
構成により、前記第１と第２の駆動シートが前記可動管状スタイレットの前記長さ方向に
沿って互いに相対移動するように駆動される際、前記頭部が前記気管挿入チューブの前記
先端及び前記監視ヘッドを同期に揺動させることができ、前記マルチジョイントリンクは
、互いに平行する複数の回動軸で互いに繋ぎ合わされる複数のジョイント体によって構成
されることを特徴とする気管挿管用補助装置を提供する。
【発明の効果】
【００１５】
　上記構成により、本発明は第１と第２の駆動シートの相対移動を制御することにより、
頭部が気管挿入チューブの先端及び監視ヘッドを同期的に揺動させることができ、従って
延伸体を患者の気管に向って所定の距離を移動させることにより、延伸体がガイドとなっ
て、気管挿入チューブを延伸体に沿って患者の気管に所定の距離を移動させることができ
るため、気管挿管の成功率を高めて所要時間を減らすことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】従来の気管挿入チューブ及び標準スタイレットの構成が示される模式図である。
【図２】本発明の気管挿管用補助装置の構成が示される模式図であり、図中には可動管状
スタイレットの頭部及び気管挿入チューブ先端が患者の声帯の近くに配置される様子が示
されている。
【図３】この実施形態における可動管状スタイレットの構成が示される斜視図である。
【図４】この実施形態における手動制御手段の構成が示される分解図である。
【図５】この実施形態における手動制御手段の構成が示される斜視図である。
【図６】図５におけるVI‐VI線に沿って切った断面図である。
【図７】図６におけるVII‐VII線に沿って切った断面図である。
【図８】この実施形態における監視手段の構成が示される斜視図であり、図中に延伸体と
監視ヘッドとマルチジョイントリンクとピンが示されている。
【図９】この実施形態における手動制御手段の係止タブがロック位置に配置される状態が
示される一部説明図である。
【図１０】この実施形態における手動制御手段の係止タブが開放位置に配置される状態が
示される一部説明図である。
【図１１】この実施形態における手動制御手段の操作部及び可動管状スタイレットが操作
される様子が示される説明図である。
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【図１２】この実施形態における手動制御手段及び監視手段のマルチジョイントリンクが
操作される様子が示される説明図である。
【図１３】図１１におけるXIII‐XIII線に沿って切った断面図である。
【図１４】この実施形態において監視手段の延伸体が気管挿入チューブ内に挿し込まれる
様子が示される説明図である。
【図１５】この実施形態において気管挿入チューブ及び可動管状スタイレットが延伸体に
沿って患者の気管に挿し込まれる様子が示される説明図である。
【図１６】この実施形態において気管挿入チューブのみが患者の気管内に残される様子が
示される説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図２に示されるように、本発明の気管挿管用補助装置は気管挿入チューブ１の患者の気
管（Ｔ）への挿入を補助する装置である。
【００１８】
　気管挿入チューブ１は、所定の湾曲度及び可撓性を有するチューブ体１１と、先端１２
と、基端１３と、基端１３により挿し込まれるように基端１３に取付けられているコネク
タ１４とを具えている。この構成において、コネクタ１４は気管挿入チューブ１から省略
することもできる。
【００１９】
　本発明の気管挿管用補助装置は、可動管状スタイレット２と手動制御手段３と、監視手
段４とを具えている。
【００２０】
　図３に示されるように、可動管状スタイレット２は可撓性を有するように形成され、頭
部２１と、尾部２３と、頭部２１と尾部２３との間に可動管状スタイレット２の長さ方向
（Ｌ）に沿って延伸する胴部２２とを有している。また、２つのスリット２４がそれぞれ
胴部２２及び尾部２３において延伸するように形成されている。可動管状スタイレット２
は例えばポリテトラフルオロエチレンなどのプラスチック材料で頭部２１と尾部２３と胴
部２２とで一体として作成されることができる。
【００２１】
　頭部２１及び胴部２２は気管挿入チューブ１のチューブ体１１内に延伸することができ
るように形成されている。頭部２１は、通孔２１２及び気管挿入チューブ１の先端１２か
ら突出するように延伸する先頭端２１３とを有するシリンダー２１１として構成されてい
ると共に、先頭端２１３は面取り処理が施されている。胴部２２は２つのスリット２４に
よって第１のストリップ２２１と第２のストリップ２２２とに分けられている。第１と第
２のストリップ２２１、２２２は、それぞれ頭部２１側にある弱体化エリア２２３と、弱
体化エリア２２３と尾部２３との間に介在する作動エリア２２４とを有し、且つ、作動エ
リア２２４の断面面積が弱体化エリア２２３の断面面積より広くなっているように形成さ
れている。
【００２２】
　尾部２３はスリット２４によって第１のストリップ２２１に連続する第１の駆動シート
２３１と、第２のストリップ２２２に連続する第２の駆動シート２３２とに分けられてい
る。この実施形態において、尾部２３が有する第１と第２の駆動シート２３１、２３２は
それぞれ胴部２２が有する第１と第２のストリップ２２１、２２２と一体に形成されてい
る。
【００２３】
　更に、図４及び図５に示されているように、手動制御手段３は本体３１と、本体３１内
に配置される駆動機構３２と、駆動機構３２を作動することができる操作部３３と、本体
３１に配置されているレール３４と、本体３１に乗せられている位置限定部３５とを具え
ている。
【００２４】
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　更に、図４、図６、及び図７に示されているように、本体３１はケース３１１と、カバ
ープレート３１２、ケース３１１から下側へ延伸するハンドル３１３とを有している。ケ
ース３１１は気管挿入チューブ１の基端１３が底に取付けられて該基端１３と連通して可
動管状スタイレット２の尾部２３が挿入することができる下端開口３１１１と、下端開口
３１１１と間を空けて連通する側面開口３１１２とが形成されている。カバープレート３
１２は側面開口３１１２を覆い、且つ開かれることができるように形成されている。この
実施形態において、カバープレート３１２はケース３１１に形成される案内溝に挿し込ま
れる案内突起によって、側面開口３１１２を覆うようにケース３１１に取付けられている
。
【００２５】
　駆動機構３２は、第１と第２の駆動シート２３１、２３２の長さ方向（Ｌ）に沿う相対
運動を駆動するように構成されたものであり、第１の駆動シート２３１と接続する第１の
接続ユニット３２１と、第２の駆動シート２３２と接続する第２の接続ユニット３２２と
、本体３１に回転可能に配置されると共に、第１と第２の接続ユニット３２１，３２２と
における少なくとも１つを駆動することができる主ギア３２３と、を有している。第１と
第２の接続ユニット３２１，３２２は、主ギア３２３の両側にそれぞれ配置されて第１の
駆動シート２３１が主ギア３２３によって駆動されて移動する方向が、第２の駆動シート
２３２が主ギア３２３によって駆動されて移動する方向とは逆になっている。
第１の接続ユニット３２１は、本体３１のケース３１１に回転可能に配置されると共に、
主ギア３２３と噛み合う第１のギア３２１１と、第１の駆動シート２３１と共に移動する
ように本体３１のケース３１１に可動的に配置されると共に、第１の駆動シート２３１を
駆動できるように第１のギア３２１１と噛み合う第１のラック３２１２と、を有している
。
【００２６】
　第２の接続ユニット３２２は、本体３１のケース３１１に回転可能に配置されると共に
、主ギア３２３と噛み合う第２のギア３２２１と、第２の駆動シート２３２と共に移動す
るように本体３１のケース３１１に可動的に配置されると共に、第２の駆動シート２３２
を駆動できるように第２のギア３２２１と噛み合う第２のラック３２２２と、を有してい
る。
【００２７】
　第１のラック３２１２は金属製で、第１の駆動シート２３１が嵌め込むことができる鳩
尾型の第１の設置溝３２１３が形成されている。第２のラック３２２２は金属製で、第２
の駆動シート２３２が嵌め込むことができる鳩尾型の第２の設置溝３２２３が形成されて
いる。
【００２８】
　組み立てにおいては、第１と第２の駆動シート２３１、２３２をそれぞれ第１と第２の
ラック３２１２、３２２２に形成された第１と第２の設置溝３２１３、３２２３に嵌め込
み、且つ、可動管状スタイレット２の尾部２３をケース３１１の下端開口３１１１内に移
動してから、カバープレート３１２を本体３１のケース３１１に取付けることにより、第
１と第２の駆動シート２３１、２３２が第１と第２のラック３２１２，３２２２の第１と
第２の設置溝３２１３、３２２３から外されること、及び可動管状スタイレット２の尾部
２３がケース３１１の下端開口３１１１から抜け出すことを防止することができる。また
、この構成によって可動管状スタイレット２の取替えも便利である。
【００２９】
　操作部３３は、主ギア３２３に接続して主ギア３２３を互いに相反する２つの方向に回
転駆動することができるように構成され、ケース３１１外に配置されるものであり、主ギ
ア３２３から延伸する接続ロッド３３１と、接続ロッド３３１の主ギア３２３から延伸す
る先端に配置されるフィンガースリーブ３３２とを有している。
【００３０】
　位置限定部３５は、監視手段４が延伸できるように、レール３４に沿って移動可能に配
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置される係止タブとして形成されている。また、係止タブとしての位置限定部３５には係
合孔３５１が形成されており、該係合孔３５１は、中央にある開放孔部３５２と、該開放
孔部３５２から両側へ延伸する係合孔部３５３とを有するように形成されている。
【００３１】
　更に、図５、図７、図８に示されているように、監視手段４は、直径が４～５ｍｍ程度
の弾性延伸体４１と、延伸体４１の先端に配置され、長さが１０ｍｍ程度の監視ヘッド４
２と、延伸体４１内に配置されるマルチジョイントリンク４３と、延伸体４１を貫通し、
両端がそれぞれ延伸体４１から突出して２つのスリット２４内にそれぞれ可動的に挿し込
まれるように配置されるピン４４と、延伸体４１と電気的に接続するディスプレイ４５（
図２参照）とを有している。
【００３２】
　延伸体４１は位置限定部３５の係合孔３５１内に延伸するように配置されていると共に
、ピン４４の上方に配置されている縮径部４１１が形成されている。縮径部４１１は、断
面の面積が延伸体４１の他の部分の断面の面積より小になるように形成されている。
【００３３】
　この実施形態において、監視ヘッド４２は、内部に小型ビデオカメラ４２１が配置され
ていると共に、少なくとも１つの発光手段４２２が取付けられているが、監視手段４とし
て光ファイバー監視手段を用いることもできる。
【００３４】
　マルチジョイントリンク４３は、互いに平行する複数の回動軸で互いに繋ぎ合わされる
複数のジョイント体４３１によって構成されている。隣り合う２つのジョイント体４３１
は、該２つのジョイント体４３１を繋ぐ回動軸を軸心とする相対回転運動しかできないよ
うになっている。この構成によって、延伸体４１は監視ヘッド４２を上下方向に揺動させ
ることしかできず、左右方向への揺動が不可能になっている。即ち、従来技術における、
光ファイバーの先端が揺れて好ましくない方向に向くようになるためディスプレイに表示
される映像を参考できない問題点を解決することができる。
【００３５】
　ピン４４は複数のジョイント体４３１を繋ぐ複数の回動軸と並行するように配置されて
いる。ピン４４の両端が可動的に２つのスリット２４にそれぞれ挿し込まれているので、
図１３に示されるように、可動管状スタイレット２の中心軸（Ｌ´）の回転を防いで監視
ヘッド４２の操作精度を高めることができる。
【００３６】
　更に、図２、図７、及び図１１に示されているように、延伸体４１と監視ヘッド４２と
の組み合わせは可動管状スタイレット２の長さ方向（Ｌ）に沿って移動することができる
と共に、手動制御手段３を通過して頭部２１の通孔２１２から露出することができる。
フィンガースリーブ３３２が図１１におけるダブルトラック矢印が示すように下側へ揺動
すると、第１と第２の駆動シート２３１、２３２が可動管状スタイレット２の長さ方向（
Ｌ）において相対運動を行うことで、力が作動エリア２２４及び弱体化エリア２２３を経
由して伝わり（図７参照）、頭部２１が気管挿入チューブ１の先端１２及び監視ヘッド４
２を同期的に上方へ揺動させることができるようになる。
【００３７】
　また、フィンガースリーブ３３２が図１１におけるシングルトラック矢印が示すように
上側へ揺動すると、第１と第２の駆動シート２３１、２３２が可動管状スタイレット２の
長さ方向（Ｌ）において相対運動を行うことで、力が作動エリア２２４及び弱体化エリア
２２３を経由して伝わり（図７参照）、頭部２１が気管挿入チューブ１の先端１２及び監
視ヘッド４２を同期的に下方へ揺動させることができるようになる。
【００３８】
　頭部２１のシリンダー２１１は監視手段４及び気管挿入チューブ１を保持するのに十分
の堅さ（ｓｔｉｆｆｎｅｓｓ）を有し、そして弱体化エリア２２３は頭部２１を簡単に揺
動させるのに十分な可撓性が備わっている。更に、図１２に示されているように、監視手
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段４が複数のマルチジョイントリンク４３を有するように構成されているので、本体３１
が回動されると、気管挿入チューブ１及び可動管状スタイレット２を本体３１と同時、か
つ同じ角度に回動させることができる。
【００３９】
　更に、図７、図９、及び図１０に示されているように、本発明の気管挿管用補助装置を
使用する際、位置限定部３５は延伸体４１に対して開放位置とロック位置との間に移動す
ることができる。位置限定部３５が延伸体４１に対して開放位置に配置されると、延伸体
４１の縮径部４１１が係合孔３５１の係合孔部３５３から離れるので、延伸体４１が係合
孔３５１に対して移動することができる。位置限定部３５が延伸体４１に対してロック位
置に配置されると、縮径部４１１がいずれか１つの係合孔部３５３に嵌まり込んで延伸体
４１の位置限定部３５に対する移動を制限し、延伸体４１の回転及び可動管状スタイレッ
ト２の長さ方向（Ｌ）における移動を防ぐので、監視ヘッド４２が完全に頭部２１内に配
置されるようになり（図８参照）、監視ヘッド４２が例えば患者の唾液に汚染されること
を避けることができる。
【００４０】
　図２及び図９に示されているように、気管挿入チューブ１を患者の気管（Ｔ）に挿入し
ようとする際、まず位置限定部３５をロック位置に配置する。続いて、操作者は親指をフ
ィンガースリーブ３３２内に挿し込みながら、他の指でハンドル３１３を保持する。続い
て、図１１に示されているように、親指で操作部３３を操作して可動管状スタイレット２
を制御し、気管挿入チューブ１の先端１２及び監視手段４の監視ヘッド４２を上下に揺動
させる。必要があれば、図１２に示されているように、腕で手動制御手段３を操作して気
管挿入チューブ１及び監視ヘッド４２を左右に揺動させる。ディスプレイ４５に監視ヘッ
ド４２が患者の声帯（Ｖ）に接近したことが表示されると（図１４参照）、位置限定部３
５を図１０に示されているように開放位置に移動し、そして図１４に示されているように
他の手で延伸体４１を患者の気管（Ｔ）に向って所定の距離に押し出す。この際、気管挿
入チューブ１及び可動管状スタイレット２は図１５に示されているように延伸体４１に沿
って気管（Ｔ）内に押し込まれる。最後は図１６に示されているように、可動管状スタイ
レット２及び延伸体４１を気管挿入チューブ１から引き出し、気管挿入チューブ１のみを
気管（Ｔ）内に残して気管挿管処理を完了する。
【００４１】
　図７に示されているように、第２のギア３２２１を第２の接続ユニット３２２から省略
することができる。この場合、第２のラック３２２２はケース３１１に固定されるので、
第１の駆動シート２３１は第１のラック３２１２及び第１のギア３２１１の駆動により、
第２の駆動シート２３２に対して長さ方向（Ｌ）に沿って相対移動して可動管状スタイレ
ット２の頭部２１を上下に揺動させることができる。一方、第１のギア３２１１を第１の
接続ユニット３２１から省略することもできる。この場合、第１のラック３２１２はケー
ス３１１に固定されるので、第２の駆動シート２３２は第２のラック３２２２及び第２の
ギア３２２１の駆動により、第１の駆動シート２３１に対して長さ方向（Ｌ）に沿って相
対移動して可動管状スタイレット２の頭部２１を上下に揺動させることができる。
【００４２】
　上記説明をまとめると、本発明の気管挿管用補助装置には以下の利点がある。
【００４３】
　１．スタイレットと監視手段との相対移動が出来ない上記従来のスタイレットと監視手
段との組み合わせと異なり、本発明の気管挿管用補助装置が有する監視手段４は手動制御
手段３及び可動管状スタイレット２を通過するように移動することができるので、第１段
階における声帯（Ｖ）の位置特定と、第２段階における気管（Ｔ）への案内の構築は共に
簡単に実行することができ、気管挿管の成功率を効果的に高めることができると共に、実
行の必要時間を減らすことができる。特に、例えば患者が口を開けられる角度に制限があ
ったり、患者が首を動かせる範囲に限界があったり、または患者の喉構造が狭かったりな
どの臨床での従来の難題を解決することができる。
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【００４４】
　２．可動管状スタイレット２がプラスチック材料によって一体に作成されていると共に
、監視手段４と別個に作成されているので、可動管状スタイレット２と監視手段４との組
み合わせのコストが低く、メンテナンスや修理、消毒が簡単となり、そして使い捨て可能
に設計することによって、消毒処理にかかるコストを更に不要にすることができる。
【００４５】
　３．手動制御手段３を簡単に操作することができるので、操作するのに必要な訓練時間
や、臨床での実用性を高めることができる。
【００４６】
　４．マルチジョイントリンク４３の設計により、操作者が気管挿入チューブ１と可動管
状スタイレット２と監視手段４との組み合わせを使用して患者の声帯（Ｖ）を見つける際
、気管挿入チューブ１と可動管状スタイレット２と監視手段４との組み合わせが軟部組織
の干渉によって捻れたり、または左右に揺動したりすることが出来ない。従って、上述し
た従来技術でのディスプレイに表示される映像を参考して操作することが出来ない問題を
解決して、気管挿管処理における便利性を高めることができる。
【００４７】
　上記のように、本発明はその主旨の元に様々な調整や変化を加えることができるもので
あり、特許請求の範囲のみが本発明の範囲を制限することが意図されている。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　上記構成により、本発明は第１と第２の駆動シートの相対移動を制御することにより、
頭部で気管挿入チューブの先端及び監視ヘッドを同期的に揺動させることができ、従って
延伸体を患者の気管に向って所定の距離を移動してガイドとなって、気管挿入チューブを
延伸体に沿って患者の気管に所定の距離を移動させることができるため、気管挿管の成功
率を高めて所要時間を減らすことが可能となる。
【符号の説明】
【００４９】
　　１　気管挿入チューブ
　　１１　チューブ体
　　１２　先端
　　１３　基端
　　１４　コネクタ
　　２　スタイレット
　　２１　頭部
　　２１１　シリンダー
　　２１２　通孔
　　２１３　先頭端
　　２２　胴部
　　２２１　第１のストリップ
　　２２２　第２のストリップ
　　２２３　弱体化エリア
　　２２４　作動エリア
　　２３　尾部
　　２３１　第１の駆動シート
　　２３２　第２の駆動シート
　　２４　スリット
　　３　手動制御手段
　　３１　本体
　　３１１　ケース
　　３１１１　下端開口
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　　３１１２　側面開口
　　３１２　カバープレート
　　３１３　ハンドル
　　３２　駆動機構
　　３２１　第１の接続ユニット
　　３２１１　第１のギア
　　３２１２　第１のラック
　　３２２　第２の接続ユニット
　　３２２１　第２のギア
　　３２２２　第２のラック
　　３２３　主ギア
　　３３　操作部
　　３３１　接続ロッド
　　３３２　フィンガースリーブ
　　３４　レール
　　３５　位置限定部
　　３５１　係合孔
　　３５２　開放孔部
　　３５３　係合孔部
　　４　監視手段
　　４１　延伸体
　　４１１　縮径部
　　４２　監視ヘッド
　　４２１　小型ビデオカメラ
　　４２２　発光手段
　　４３　マルチジョイントリンク
　　４３１　ジョイント体
　　４４　ピン
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